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第42回　通常総代会開催される

令和元年度収支予算書

収 入　103,100,000

支 出　103,100,000

支出

収入

県補助金
33,516,000

市補助金
17,357,000

経営支援事業
　指導職員設置費
　　　49,250,000

経営支援事業
17,152,000

地域総合
振興事業費
19,162,000

管理費　17,386,000

会費
24,500,000

手数料
11,821,000

特別会計繰入金
7,200,000

その他繰入金
3,500,000

前期繰越金
785,437

負担金　3,000,000
雑収入
420,563

（単位：円）

（単位：円）

全国連補助金 1,000,000

　第42回通常総代会が、去る５月22日（水）午後２時か
ら伊勢原シティプラザ「ふれあいホール」において、
髙山松太郎市長はじめ多くのご来賓の出席のもとに盛
大に開催されました。

　髙橋会長が昨年の通常総代会で会長に就任し、地域
経済の活性化のため「確かな継承」と「穏やかな変革」
を基本的な考えとして取り組まれたこの１年間を振り
返り、多くの皆様にご支援とご協力いただいたことに
対してお礼を述べられました。
　さらに、今年度は新たな元号「令和」のもと、この
基本的な考え方に磨きをかけて地域の総合経済団体と
して信頼される組織としていきたいと挨拶されまし
た。

　総代会は、髙橋会長を議長に選出し、平成30年度事
業報告及び決算、そして令和元年度事業計画及び予算、
さらには欠員役員の補充についての議案が提出され、
すべて原案どおり承認されました。
　令和元年度の主な施策は、消費税の引き上げ、軽減
税率の導入、働き方改革など新たな経営課題への対応
が迫られていることを念頭に、経営発達支援計画に基
づく事業展開を引き続き実施していくことが承認され
ました。

　続いて、今期で退任される３名の理事の皆様に感謝
状と記念品が贈られました。
　また、「会員増強表彰」では、20名の皆様が商工会
長から表彰され、「生活衛生部会優良店舗コンクール
表彰」では伊勢原市長表彰１名、商工会長表彰１名、
生活衛生部会長表彰２名の皆様がそれぞれ表彰されま
した。

　最後にご来賓の皆様から商工会の各活動に対するお
礼や市内商工業の活性化のための役割を期待する祝辞
をいただき、盛会のうちに終了しました。

髙橋会長挨拶
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平成30年度（第42回）　伊勢原市商工会生活衛生部会

優良店舗コンクール表彰事業
　優良店舗コンクールは、かながわ中小企業支援ス
テーション、伊勢原市経済環境部商工観光課並びに経
営コンサルタントの方々が審査委員となり、生活衛生
部会の８組合から推薦のありました４店舗について、
慎重な審査を行い、入賞者を決定しています。

　８組合とは、①理容②美容③クリーニング④伊勢原
飲食店⑤伊勢原南飲食⑥三業⑦大山先導師会旅館⑧大
山飲食店物産の組合です。
　審査は、衛生管理近代化、店舗管理、消費者サービ
ス、地域商業の振興等を対象に実施されました。

Hair Salon Dia

kurumi from Wood Craft

旅 館  目  黒

洛　神

伊勢原市上粕屋1519－11　山崎 敏彦 様

伊勢原市大山12　古瀬 智也 様

伊勢原市大山433　目黒 アヤ子 様

伊勢原市伊勢原2－7－31　李　綽 様

１店舗 １店舗
伊勢原市長賞

生活衛生部会長賞

伊勢原市商工会長賞

２店舗
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今年もきれいな芝桜が咲きました� ㈱鈴木油脂　鈴木 康弘

　平成31年３月６日（水）に研修委員会主催の工場・施
設見学会を開催しました。今回の参加者は15名、12時
30分に伊勢原シティプラザを出発し、まずは雪印メグ
ミルク㈱海老名工場を見学しました。2014年に完成し
た工場は国内最大級で、徹底した品質・衛生管理の基
で製品が作られていました。また工場から出る廃棄物
はリサイクル業者を通じて再資源化をしており、リサ
イクル率 100％を達成しているそうです。因みに１Ｌ
の牛乳パック６枚でトイレットペーパーが１つ作れる
そうです。

　渋田川の芝桜が今年もきれいな花を咲
かせ、赤・白・ピンクの絨毯が河畔を覆
いました。
　工業会の会員企業が所属する伊勢原市
歌川産業協同組合では、区画の一部を維
持管理しており、有志が自主的に除草作
業やメンテナンスを行っています。来年
も楽しみにしていてくださいね。

工業会報　第 109 号
伊勢原市商工会工業会

　その後、リネックス㈲寒川工場を見学しました。こ
の工場は中間処理場として主に自動販売機のゴミ箱か
ら回収された缶・ビン・ペットボトル等をベルトコン
ベアーで各資源別に分別を行うそうです。見学時は丁
度従業員さん達の休憩中で残念ながら稼働している所
を見ることはできませんでした。
　見学後は、上海厨房・桂花楼にて懇親会を行い終了
となりました。
　今回初めて記事を書きました株式会社セゾオンの彦部と申し
ます。彦部というあまり聞きなれない姓だと思いますが、私自
身はこの伊勢原で生まれ、47年間暮らしておりますので、この
愛着のある伊勢原市の発展の為に何かお手伝いできればと思っ
ております。今後ともよろしくお願い致します。

工場・施設見学会� ㈱セゾオン　彦
ひこ

部
べ

 竜
りゅうじ

至
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今年も開催！ 第30回記念パンチゲーム!!� ㈱タカモリエンジニアリング　伊藤 文明

　令和元年５月10日（金）商工会館４階中会議室にて
「伊勢原市商工会工業会」定時総会が開催されました。
総務委員の飯島氏の司会のもと、同じく総務委員の元
吉氏の開会の言葉にはじまり、事務局の小泉氏の総会
成立の報告と進みました。

　長倉会長の挨拶では、令
和の時代になり、わずか10
日での総会開催、令和の文
字にも使われている和につ
いて述べられ、和食・和服
と日本らしさを感じると
おっしゃっていました。

　続いてご来賓の紹介があり、公務御多忙のなかご臨
席賜りました髙山市長からご祝辞を頂きました。大き
な時代の転換期を迎え、人口減少について大きな流れ
と考え、ＡＩ、ＩｏＴ、ビックデータの活用と、皆さ
んに分かりやすく行政として説明していきたいと熱く
お話をされていました。
　議長選出は慣例により、長倉会長に決まり議案審議
に入りました。
　事務局の小泉氏による第１号議案、第２号議案の読
み上げの後、仲西監事による監査報告を行い、拍手を

　少し先のことになりますが、第45回商工まつりが10
月５日（土）・６日（日）に開催されます。工業会では毎
年恒例の『パンチゲーム・パート30』を開催し、今年
は記念すべき30回の節目の年となります。内容につい

もって議案成立。引き続き、第３号議案、第４号議案
の説明があり、全て異議なし、拍手多数により可決し
ました。
　続いて、神奈川県湘南地域県政総合センター所長の
丸山尚子氏より、ご祝辞を賜り、伊勢原市の発展が楽
しみとお言葉を頂きました。
　最後に大田副会長より閉会の言葉が述べられ、滞り
なく定時総会を終えることが出来ました。その後、会
場を１階ふれあいホールに移し、懇親会が和やかに開
催されました。
　ご来賓の皆様、会員の皆様、ありがとうございまし
た。

令和元年定時総会� ㈱富祥　古屋 惠美子

ては、一般の皆様や工業会会員にも喜んでいただける
ような企画を検討しておりますので、皆様お誘いあわ
せの上、シティプラザ１階にご来場いただきますよう
お願い申し上げます。



第52回通常総会

新部長あいさつ

令和元年度スローガン「Remake」

広報委員長　柳内　春

部長　小沼 俊輔

今年度卒業の皆様。青年部活動、誠にお疲れ様でした！

　４月23日（火）、伊勢原市商工会青年部の第52回通常
総会がシティプラザ４階中会議室にて執り行われまし
た。
　髙山市長をはじめ大変多くのご来賓の方々や部員に
見守られるなか、役員改選を含めた全ての議案が無事
に可決され、新たな年度がスタートしました。
　お忙しい中ご臨席賜りましたご来賓の皆様に、この
場をお借りして御礼申し上げます。
　今年度より小沼俊輔部長による新体制がスタート
し、新たな元号、そして新たなメンバーで、伊勢原を
盛り上げるべく活動してまいりますので、皆様よろし
くお願いいたします。

　我が国、日本は、４月30日をもって「平成」の時代
に幕を閉じ、５月１日より新元号「令和」の時代が幕
を明けました。
　日々めまぐるしく変化する国際情勢、急速に訪れて
いるデジタル化の波、国内では深刻な人口減少や消費
増税による景気減速リスクなど様々な問題を抱える一
方で、来年2020年には東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催をはじめとする大きな経済効果が見込まれる
イベント等を控え、まさに時代の転換期にあると言え
ます。

第111号

第111号
伊勢原市商工会青年部
神奈川県伊勢原市伊勢原2丁目7番地31号

TEL（0463）９５−３２３３
発行責任者　成 瀬 善 之

新部長　小沼 俊輔

　今年度、本部では、役員の定数、委員会構成をはじめとする青年部規約の改
定、総務委員会では定例会内容の刷新やペーパーレス化、研修委員会では各々
の商売や青年部活動をＰＲするイベントや街づくりに焦点を当てた研修会の実
施、広報委員会では、広報誌まいどの内容と配布方法の見直しや動画版まいど
の配信など新たな取り組みを行ってまいります。そして、今年で44回を迎える
我々商工会青年部の一大イベント「大納涼まつり」も「一新紀元」というテー
マのもと開催させて頂きます。
　全てを変えてしまうのではなく、50年の歴史の中で築きあげて頂いたベース
を基に、多くの議論を重ねて細かなところから改善させて頂き、２年後にはよ
りよい形でバトンタッチ出来るよう精一杯努力を重ねてまいります。今後とも
ご指導、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

　私たちの街「伊勢原市」も３月17日に「新東名高速
道路伊勢原ＪＣＴ」が開通し、2019年度中には「伊勢
原大山ＩＣ」が開通予定となっており、人や物の流れ
に大きな変化をもたらすことが予想されます。
　このような新時代を迎えるにあたり、我々商工会青
年部も今一度過去を見つめ、未来を考える時だと思い
ます。今までの我々の活動や取り組み方を見直し、そ
の時々に得た成功や失敗を将来の知恵とし、自分たち
の手で新時代に対応出来る、より良い組織づくりを推
し進め、商工会青年部の価値を引き上げたいと思い、
今年度のスローガンを「Ｒｅｍａｋｅ」とさせて頂き
ました。
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第44回大納涼まつり

新役員紹介

実行委員長　髙井 健太

　皆様こんにちは、令和元年第
44回大納涼まつり実行委員長を
務めさせて頂きます、髙井健太
と申します。何卒よろしくお願
い致します。

　今回で44回目を迎える我々伊勢原市商工会青年部の
夏の一大行事【大納涼まつり】を、今年も伊勢原大神
宮におきまして、下記の日程で開催させて頂きます。
多くの方のご来場を心よりお待ちしております。

開催日程　令和元年　7月27日（土）　15：00～21：00
　　　　　令和元年　7月28日（日）　15：00～21：00
　
　大納涼まつりは昭和51年８月７日に第１回が開催さ
れて以来、昭和・平成と２つの時代を多くの来場者の
皆様をはじめ、各協力団体、青年部ＯＢの諸先輩方に
歴史を紡いできて頂きました。
　そしてこの度、2019年５月１日より新元号「令和」
となり、新たな時代を迎えました。令和初の大納涼ま
つりということで今年のお祭りのテーマは

『 一
いち

 新
しん

 紀
き

 元
げん

 』とさせて頂きました。
　物事の改まった最初の年に歴史ある大納涼まつりの
実行委員長という立場を務めさせて頂けることを大変
光栄に思います。長い歴史の中で築き上げてきて頂い
た土台の上に、新しいアイデアや企画を加えて、新時
代令和に相応しい大納涼まつりにしていきたいと思っ
ておりますので、よろしくお願い致します。

お祭りの内容
〇ステージのアトラクション

　子ども達による太鼓の演奏やダンス、化学実験パ
フォーマンス、カクテルパフォーマンス、コマ回し
大会、カブト虫抽選会、お楽しみ抽選会など
〇売店ブース

　焼きそば、串焼き、フランクフルト、フライドポ
テト、チーズフライ、ビール、レモンサワー、ゲー
ムコーナーなど
　尚、売店はチケット制となっております。
〇当日チケット

　１枚＝100円から購入可。10枚綴り＝1,000円には
土曜日、日曜日の最後に行われる『お楽しみ抽選会』
の抽選券がついています。
〇前売りチケット

　11枚綴り＝1,000円とチケット１枚分お得になっ
ております。
　ご購入希望の方は商工会事務局（青年部担当　樋
口：☎０４６３－９５－３２３３）までご連絡をお
待ちしております。是非ご来場頂き思う存分楽しん
で頂けたらと思います。青年部一同、皆様のご来場
を心よりお待ちしております。
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副部長　
小宮 健太郎

㈲こみや料亭

広報委員長
柳 内　 春

クアハウス山小屋

総務委員長
髙橋 耶真人

テーエス瓦斯㈱

監事
水 野  直 己

㈲水野商店

研修委員長
武 井  櫻 子

Salon de ram

監事
深 澤  琢 麻

インテリア
輸入販売業
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女 性 部 だ よ り女 性 部

宮垣部長による挨拶

今後ともよろしくお願い申し上げます

小沼副会長によるご祝辞宍戸副市長によるご祝辞 ご来賓の皆様

　皆様、こんにちは。いつも女性部活動に多大なるご
支援、ご協力をいただきまして本当に有難うございま
す。
　一年は早いもので、今年も通常総会が４月25日（木）

　宮垣部長が議長に選出され、第１号議案より第４号議案まで慎重に
審議がなされ、無事に承認されました。
　いよいよ５月１日（水）より新元号「令和」の時代を迎え、益々女性
部が活躍する時代がやってきました。宮垣部長の挨拶の中にもござい
ましたが、残念な事に全国的に女性部員が減少しております。しかし
ながら、それを嘆いていても仕方がありません。出来る人が、出来る
事で輝いていけたら、もっともっと女性部は発展すると思います。
　私たち役員14名は、今年も力を合わせて仲良く頑張って参りますの
で、今後とも引き続きよろしくお願い申し上げます。

第34回通常総会� ㈲エドヤ　山口 知子
午後２時より商工会館４階の中会議室に於いて開催さ
れました。当日は大変お忙しい中、宍戸副市長をはじ
め多くのご来賓の皆様方にご臨席を賜り、心より感謝
申し上げます。



あ ふ り 9

第31回定時総会
　異業種研究会第31回定時総会を５月16日（木）午後６
時より秋山興業㈱アルベロベッロに於いて開催しまし
た。ご来賓として、伊勢原市長髙山松太郎様、伊勢原
商工会会長髙橋宏昌様、伊勢原市経済環境部部長辻雅
弘様、伊勢原市経済環境部商工観光課課長小菅賢一様、
伊勢原市商工会事務局長安藤隆幸様にご臨席いただき
ました。

　平成30年度事業及び決算報告並びに令和元年度事業
計画案及び予算案の承認をいただきまして、令和元年
度のスタートが切られ、西暦はページ数、元号は章と
考えますと1989ページから始まった125章平成時代に
幕が引かれ、新たに2019ページから126章令和時代が
はじまりました。まだ白紙で此れから様々な出来事で
埋め尽くされて行きます。有史以来、初めて国内で戦
争が無かった125章平成時代を引き継ぎ、この平和な
日本の世で、素晴らしい技術や知識をもって、異業種
研究会も活動してまいります。国内国外多方面に目を
向け学んで行く事を目標に、近隣異業種研究会との合
同事業を充実させ、また、会員事業所からの経営･製造・
開発等、違った目線からの知識習得はお互いの理にか
なった交流であり、競争企業間ではない異業種の持つ
最大の利点としています。

平成30年度事業報告
　第一は、５年～６年で計画されます海外視察です｡
前号でも報告しましたが、国内だけの考え方にとらわ
れず、現場に赴き他国の文化産業に触れることに、今
まで持っていた考え方を刷新する事象が多々ありまし
た。商社の双日が仕組んで大和ハウスと協力し、日本
に近いインフラを整え日本企業を誘致した工業団地の
見学では、全体の1/3をLIXILが占めています。自社
工場で全てを賄うスタンスで他の誘致企業との提携等
は無いようです。各社グループ化･分業化を諮り得意
分野を担当すれば、効率がより向上し発展も加速する
と思いますが、そうではないようです。また食品添加
物を初めとするグローバルスタンダードの考え方に
も、日本の持つ基準との相違点が多々ありました。 広報編集委員　㈲丸興商会　萩原 庸嘉

　第二は、湘南地域異業種グループ連絡会の当番とし
て平塚・秦野・茅ヶ崎の異業種研究会と一緒に神奈川
県立伊勢原射撃場の見学を実施しました。2013年まで
10年間かけて大規模改修した施設を伊勢原の会員だけ
でなく他市の異業種研究会メンバーに紹介し交流を図
りました。
　伊勢原市民でもこのような施設が一般に開放されて
いることを知らず、他市の会員も初めての経験でライ
フルの音の大きさに驚かれていました。ここで国際大
会も近々に開催されるようで伊勢原の顔として、新た
な未来図を第２東名の伊勢原大山ＩＣとともに想像で
きます。
　第三は、会員事業所の見学視察です。自社の事業と
は異なった事業を会員自ら説明して頂き、新しい知識
を得てそれを参考に自社にフィードバックさせる取り
組みです。
　事業所視察を兼ねて企画した東京方面視察では、池
上本門寺とミッドタウンサントリー美術館見学の後、
当会の秋山会員が六本木で営業展開しているマジック
バー L&S  TOKYOにてショーを見学し、普段と違っ
た雰囲気を満喫しました。
　また、鈴川工業団地の当会会員事業所の鶴見コンク
リート㈱の破壊検査の見学等を行いました。世界レベ
ルの技術を持
つ企業が伊勢
原市にあり、
会社は知って
いてもその事
業内容など知
らないことが
多々ありまし
た。

令和元年度事業予定
　会員の卓話も３年間続けまして、残すところ３社と
なりました。今年度には各事業所の紹介や会員個人が
思うところの話で一回りします。２周り目はまた、３
年かけテーマを定め実施して行きたいと思います。
　他市の商工会メンバーと直接交流し共同事業を実施
する機会があるのは、異業種研究の特徴だと考えます。
幅広くアンテナを張り少しでも多くの知恵と見識を学
べられるよう、異業種グループとの交流を大切に参加
して行きたいと思います。

異業種研究会
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■国家資格試験のご案内
　近年、ガソリンや灯油などによる火災や漏えいの事故が増えています。それに対応するには、危険物の取
り扱いや消防設備に関する専門的な知識と技術が求められています。安全な事業所や職場づくりに欠かせな
い大切な資格試験ですので、国家資格にチャレンジしましょう（県委任）。

資 格 試 験 名 消防設備士試験 危険物取扱者試験

試 験 の 種 類 甲種・乙種全類 甲種・乙種全類・丙種

試 験 日 令和元年８月４日㈰ 令和元年９月８日㈰

試 験 会 場 神奈川大学 （横浜キャンパス）　東急東横線 白楽駅下車 徒歩13分

願書受付
期　　間

（電子申請） 令和元年６月７日㈮
〜６月17日㈪

令和元年７月19日㈮
〜７月29日㈪

（書面申請） 令和元年６月10日㈪
〜６月20日㈭

令和元年７月22日㈪
〜８月１日㈭

願 書 配 布 場 所 各消防局・本部・署、県政情報センター、各地域県政情報コーナー
県消防課、（一財）消防試験研究センター神奈川県支部

問 い 合 わ せ
実 施 機 関

（一財）消防試験研究センター神奈川県支部
TEL 045-633-5051　https://www.shoubo-shiken.or.jp

市政懇談会
　去る、２月19日（火）午前11時30分よりアゼリアに於
いて、髙山市長、辻経済環境部長、大町商工観光課長
をお招きし、市政懇談会を開催しました。

　髙山市長からは、「伊勢原市政について」と題し講
演をして頂き、特に「第５次総合計画後期基本計画～
リーディングプロジェクト」の主な取り組みとして、
①地域資源等を活用した「市民の健康寿命延伸プロ
ジェクト」②観光をエンジンにした「地域経済活性化

プロジェクト」③新たな土地利用等による「都市の活
力向上プロジェクト」④未来につなげる「子育て環境
づくりプロジェクト」の取組みについて考えや思いを
傾聴する事ができました。

　他にも様々な取組みのお話を伺うことができました
が、何れも伊勢原市の今後の発展が期待できるもので、
有意義な市政懇談会となりました。
� （事務局）

工業部会
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■新会員のご紹介

商工会
お困りのことはございませんか？ ぜひ商工会へお越しください！

（7月・8月・9月）

平成31年２月〜31年４月　現会員数 1,985名
私達に仲間が増えました！

事　業　所　名 代 表 者 名 住　　　　所 電 話 番 号 業　種
佐々木　広 子 － 愛甲郡清川村宮ケ瀬970-6 080-1009-2882 サービス業
司法書士・行政書士つぼい事務所 坪 井 雅 樹 伊勢原3-2-2植松ビル202 72-7443 サービス業
レストラン　ジュリアーノ 吉 原 公 明 串橋349-18 93-9569 飲食業
葉っぱのきもち　森のカフェ 佐 藤 恵 子 西富岡1067 45-4474 飲食業
オフィスキャプテン ロジスティクス 村 上 長 隆 高森4-10-9 92-8677 サービス業
特定非営利活動法人　ひだまり 瀬 戸 秀 子 石田239-1 91-0990 サービス業
アイザック 澤 島 　 侑 上粕屋383-1CITY21 505 080-9157-2192 サービス業
森塗装 森 　 大 介 上粕屋480-4メゾン秋桜102 090-4706-0881 塗装業
㈱パルス技研 青 木 　 清 沼目5-2-22 090-1841-0339 建設業
スナック六本木 笹 子 元 美 桜台1-2-30 93-0256 飲食業
天　sora 小 関 功 詞 伊勢原1-11-22 オフィスジャパンビル2F 63-2460 飲食業
㈱グラレス 安居院　祐　司 小稲葉2352 97-3595 建設業
齋  藤　洋  子 － 串橋185 94-0124 サービス業
㈱ショーエイ 花 城 孝 之 石田1483-16 73-9481 建設業
島  崎　千  秋 － 串橋41ハイムセルシオ203 090-5396-1398 サービス業
㈱ディーカンパニー 吉 田 　 靖 鈴川5　三光工業内 95-5844 製造業
㈲麻生建材 麻 生 文 夫 上粕屋571 95-0440 卸売業
西  村　賢  一 － 下糟屋3015-19 93-6000 サービス業
㈲リープフロッグ 神 田 信 博 桜台1-2-30三協ビル2Ｆ 92-7668 飲食業
義家弘介事務所 － 厚木市旭町1-15-17 046-226-8585 サービス業
クリーニング　ワコール 荻 野 栄 子 桜台1-38-2 93-4125 サービス業
AK&PARTNERS 越 地 明 夫 桜台2-21-3 95-1389 サービス業
㈲熊澤工業 熊 澤 正 徳 平塚市御殿3-18-15 74-6488 建設業
㈲相模ヂーゼル 箱 井 有 二 小稲葉3249 94-6803 サービス業
社会福祉法人 大原福祉会 ピュアキッズ大原 萩 原 敬 三 桜台1-15-27Ｍビル1・2階 93-0812 サービス業

日 時／７月５日㈮〜10日㈬
　  　　（土・日は除きます。最終日10日は、午前中のみとなります。）

　 　　受付時間  午前 ９：30〜11：30
　 　　　　　　  午後 13：00〜15：30
会 場／３階　記帳指導室

■源泉税個別指導会のお知らせ

【担当】安野　【TEL】95－3233

◎持参して頂くもの
　☆一人別源泉徴収簿
　☆扶養控除等申請書
　☆源泉税の納付書
　☆給与台帳
　（１月から６月までの給与が分かるもの）

税務署より昨年
12月に送付済
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新任ご挨拶
商工会事務局長

　安 藤  隆 幸

　本年４月１日付にて、横溝前
事務局長の後任として商工会事
務局長に就任致しました。
　「昭和」の時代に伊勢原市役所に奉職し、この度ご
縁がありまして地元伊勢原市商工会に勤務させていた
だくこととなりました。特に市役所商工観光課時代に
は、会員の皆様方にたいへんお世話になり感謝申しあ
げます。「令和」の時代の始まりと共に商工会という
新たな職場で働くことを光栄に思っています。

　「平成」の時代の初期、誰も想像もしなかったスマー
トフォンの登場が人々の生活を大きく変えたように、

「令和」の時代は先進的な技術の応用で更に世の中が
変わることが想定されます。キャッシュレス社会、Ａ
Ｉ社会は私たちの生活や経済にも大きな影響を及ぼし
ます。このような時代の流れに遅れることのないよう
に、常にアンテナを張りながら、会員の皆様へ情報提
供するなど対応していくことも私たちの役目であると
思っています。
　これまでの経験を活かし、市内商工業の発展と地域
の活性化に微力ではありますが、お役に立てますよう
努めてまいりますので、皆様方のご指導、ご鞭撻のほ
どよろしくお願い申しあげます。

内 海  大 輔

支援二課長
（経営指導員）

商業部会、商店
会連合会
商業のまちづく
り協議会

矢 野 　 章

支援一課　
（経営指導員）

異業種研究会、
シティプラザ管
理運営に関する
こと

※紙面の都合上、職務の一部が記載されておりません。

伊勢原市商工会事務局　
職員の主な職務分担

伊 藤 　 優

支援二課

経理事務全般
労働保険指導
記帳機械化指導

小 川  知 子

支援一課長補佐

法人会、大型連
絡協議会
商工会まつり等
イベント
規定等改廃に関
すること

安野 由美子

支援二課
　
女性部、青色申
告会
税務指導会に関
すること
各種共済制度

三 木 　 泉

臨時職員

商工会受付全般
商工会庶務全般

宮 川 　 薫

事務局次長兼
支援一課長
（経営指導員）

市・補助金に関
する事項
事業承継関係、
工業部会

樋 口  眞 央

支援一課
　
青年部、会員管
理
商工会ＨＰ関係
労働保険指導

小 泉  孝 幸

支援二課
（経営指導員）

工業会、生活衛
生部会
創業支援に関す
ること

岸 田  清 子

臨時職員

商工会受付全般
商工会庶務全般

PC-027
下線

PC-027
楕円

PC-027
楕円
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手続き楽々! 手数料が安い!!　～『一人親方』も募集中～

商工会に『労働保険』を任せてみませんか？
Ｑ１．どんなことをお願いできるの？
　　　➡主に、以下事務手続きを代行させていただいております。
　　　　・従業員の雇用時／退職時の雇用保険に関する手続き。
　　　　・労災に関する各種手続き。
　　　　・年間保険料の計算（年度更新手続き）。　　　など

Ｑ２．事務委託手数料はいくらなの？
　　　➡従業員の人数に応じて手数料が変わります。（参考）0 ～ 4 人 / 月額 1,000 円．．．

Ｑ３．委託をお願いするにはどうすればいいの？
　　　➡本サービスは、商工会員様向けのものとなっておりますので、
　　　　まずは、商工会に加入していただきます（別途、会費が発生します）。

日　時　（開催予定）

　　　　　令和元年 11月16日（土）　10時30分～16時00分

会　場　横浜赤レンガ倉庫イベント広場
※�詳細については、決定次第伊勢原市商工会ＨＰにてお知らせ致します。

【お問合せ】伊勢原市商工会 (担当：小川)　☎95－3233

かながわ 商工会まつり 2019

『 一人親方 』のご依頼もお待ちしております!

《まずは、商工会までお気軽にお問合せください！》
　電話 0463(95)3233 / 担当　伊藤・樋口　　営業時間　午前8:30～午後5時15分まで

※ ご注意ください ※
　現在、当会では一人親方の労働保険を取り扱えませんが、２人以上の方からのご依頼があれば、
取扱可能な事務組合としての登録を行うことができ、事務を代行させていただけるようになります。

　地域の優れた産品を紹介するとともに、観光・伝統文化等を
展示いたします。
　特色ある新たな“魅力”を推進する目的で開催しています。

2016年の会場風景

出店無料
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◆�広告掲載のご契約については、毎号ごと
の契約となります。（年４回発行）

◆�広告掲載は、商工会インフォメーション
下段、最大４枠までとなります。

◆�広告については、原則申込者に作成して
いただきます。

【注！】�以下の内容に該当するものは掲載できません。

①�法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
②�公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
③基本的人権を侵害するもの
④政治性又は宗教性のあるもの
⑤社会問題についての主義主張
⑥�その他掲載することが不適当であると認めるもの

◎Ａ４サイズを基準としています。
◎�各社毎号１種類のみの同封とし、

原則として10社までとします。
◎会員事業所様向けサービスです。

※�【注！】に該当するものは
同封出来ません。

貴社の広告チラシを会報誌「あふり」に同封し、会員約２,０００件に
お届けするサービスです。

発送料金は

お得な１部５円（税抜）

お問い合わせ先：伊勢原市商工会　担当 安野・伊藤　 ☎０４６３－９５－３２３３

「行きます、聞きます、提案します」「行きます、聞きます、提案します」

伊勢原市商工会伊勢原市商工会
伊勢原市伊勢原2-7-31
伊勢原市商工会館２階
☎0463-95-3233

Fax0463-96-4125

伊勢原市伊勢原2-7-31
伊勢原市商工会館２階
☎0463-95-3233

Fax0463-96-4125

広告掲載企業募
集!商工会会員限定

製品・商品のＰ
Ｒ、イベント告

知等

ビジネスチャン
ス拡大にお役

立て下さい。

掲載イメージ

広報誌「あふり」に
広告を掲載して
みませんか

広報誌「あふり」にチラシを同封してみませんか

貴社広告

＋

伊勢原市商工会伊勢原市商工会

「行きます、聞きます、提案します」
を合言葉に

地域の事業者や住民の
暮らしやすいまちづくりに
努めていきます。

2枠（タテ6.5cm×ヨコ17.5cm） 

20,000円（税込み）

1枠（タテ6.5cm×ヨコ8.5cm） 10,000円（税込み）
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知ってトクする豆知識 その42その42

毎回様々な分野のお得な情報を、その道のプロが紹介いたします。

１．質問内容
　　�　私（妻）は，平成２９年８月に夫と協議離婚しましたが，

未だに財産分与に関して話がまとまりません。そこで，
質問ですが，以下の財産は財産分与の対象となるかお伺
いします。

　　　①私が婚姻前に貯めた預金
　　　②学資保険
　　　③夫名義の住宅ローンの付された自宅土地建物

２．財産分与
　�　民法７６８条１項は「協議上の離婚をした者の一方は，相手方に対して財産の分与を請求することが

できる。」と定めています。もっとも，請求できる財産は，相手方所有の財産全てではなく，婚姻期間
中に夫婦で協力して形成した財産に限られますので，親から相続した財産や，婚姻前から有する財産等

（特有財産といいます）は，原則として財産分与の対象になりません。

３．本文に対する回答
　　①�婚姻前に貯めた預金については婚姻前から有する財産ですので，原則として財産分与の対象とはな

りません。ただし，同預金額が婚姻当時から現在に至るまで維持されている場合に限られることに
注意が必要です。

　　②�学資保険は，婚姻期間中に夫婦で形成した財産として，原則として財産分与の対象となります。こ
の点，子供の将来のための教育資金を夫婦で分けてしまうのはおかしいように思いますが，相手方
と合意できなければ，夫に半額程度を渡さざるを得ません。

　　③�住宅ローン付きの不動産については，場合分けが必要で，不動産時価が住宅ローン額より高い場合
には不動産時価－住宅ローン額が財産分与の対象となります。一方，不動産時価が住宅ローンより
低い場合（いわゆるオーバーローン）には，同不動産には全く価値がないので，財産分与の対象とは
されません。

　
４．終わりに
　　�　上記事例は，離婚からすでに１年９ヶ月程度経過していますが，財産分与請求権は離婚から２年で

時効消滅します。したがって，本件は早急に家庭裁判所に財産分与調停を申し立てることをお勧めし
ます。詳しくは弁護士にご相談ください。

財産分与について
商工会専門相談員
伊勢原法律事務所

弁護士　鈴 木  英 彦

専門相談 完全予約制

相談は無料です。秘密は厳守します。
日時／毎月第３土曜日・午後１時～４時
会場／商工会事務室（シティプラザ２F)

電話でご予約ください。

（担当：伊藤）☎95-3233

経営相談 法律相談 特許相談
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